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●「EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(きょうつう),共通)のEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(しく),仕組)み」

「障害者自立支援法」は障害の種類をこえた共通の仕組みです。各種保健福祉サービスを市町村が主体となって提供します。




●EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(じりつ),自立)

EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(しえん),支援)をEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(もくてき),目的)としています
「自立支援給付」を中心に、障害の種類をこえた共通のサービスを提供し、地域での自立と安心をサポートします。









●EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(こうへい),公平)なEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(ふたん),負担)・・・　みんなでEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(ささ),支)えるEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(ふく),福)

EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(し),祉)　　～EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(てい),定)

EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(りつ),率)１EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(わり),割)EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(ふたん),負担)とEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(じっぴ),実費)

EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(ふたん),負担)～

①サービス利用量と所得に着目した負担へ　　
サービスの利用量と所得（負担能力）に着目して、原則として利用したサービスの定率1割を負担していただくことになります。ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。


②「在宅サービス利用者」と「施設利用者」のバランス
施設利用時にともなう「光熱水費」や「食費」が、今後は在宅サービス利用の方と同様に原則として実費負担となります。自立支援医療における入院時の食費(標準負担額)も実費負担となります。

障害の種類（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害者の自立支援を目的に全国一律で共通に提供するサービスが自立支援給付です。








たとえば、入所施設においては、「日中活動の場」と「住まいの場」とを分離し、昼間は「介護給付」または
「訓練等給付」のうち、複数のサービスを障害の状況に応じて提供することが可能となります。

また、夜間は、入所者の身辺介護や生活支援のための「施設入所支援」を行なう「住まいの場」としての

役割を果たすことになります。
〔介護給付〕　　　　　　　　　　　　　　①，③，⑥，⑦は平成18年4月から、②，④，⑤，⑧～⑩は平成18年10月から実施、
　　　　⑪，⑫は平成18年４月から９月までの経過措置事業

①居宅介護（きょたくかいご）
居宅における入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
②重度訪問介護（じゅうどほうもんかいご）

重度の肢体不自由者で常時介護を要する方が対象となります。（18歳以上が対象となります）
居宅における入浴、排せつ、食事の介護などから、外出時の移動中の介護を総合的に行うサービスを提供します。
③行動援護（こうどうえんご）

　　　知的又は精神障害により、行動上著しい困難がある方で常時介護を要する方が対象となります。
行動の際に生じ得る危険を回避するための援護や、外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。
④療養介護（りょうようかいご）

　　　医療を要する障害者で常時介護を要する方が対象となります。主に昼間、病院その他施設などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上のサービスを提供します。

（18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります）
⑤生活介護（せいかつかいご）

　　　常時介護を必要とする方が対象となります。主に昼間、障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動又は生産活動の機会の提供などのサービスを提供します。

（18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります）
⑥児童デイサービス（じどうでいさーびす）

　　　肢体不自由児施設などに通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービスを提供します。
⑦短期入所（たんきにゅうしょ）

　　　介護者が病気の場合などの理由により、障害者支援施設等へ短期間の入所が必要な方を対象に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
⑧重度障害者等包括支援（じゅうどしょうがいしゃとうほうかつしえん）

　　　常時介護を必要とする方で、介護の必要の程度が著しく高い方を対象とし、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。
⑨共同生活介護（きょうどうせいかつかいご）

共同生活を営む住居において主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。（18歳以上が対象となります）

⑩施設入所支援（しせつにゅうしょしえん）
施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
（18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります）


〔訓練等給付〕　　　　　　　　　　　　　　　　　④は平成18年4月から、①～③は平成18年10月から実施
①自立訓練（じりつくんれん）

　　　自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等が受けられます。

②就労移行支援（しゅうろういこうしえん）

　　　就労を希望する方を対象に、定められた期間、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が受けられます。
③就労継続支援（しゅうろうけいぞくしえん）

　　　通常の事業者に雇用されることが困難な方を対象に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が受けられます。
④共同生活援助（きょうどうせいかつえんじょ）

　　　地域において共同生活を営む方を対象に、主に夜間に共同生活を営む住居において、相談その他日常生活の援助が受けられます。


これまでの｢更生医療｣｢育成医療｣｢精神障害者通院医療費公費負担制度｣がひとつの制度となります。
「更生医療」　　　　　　　　　　

１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が対象です。
身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。
「育成医療」　　　　　　　

　　　１８歳未満の児童で、特定の障害を持つ方が対象です。
身体の障害を除去、軽減して、生活能力を得るための医療です。

「精神障害者通院医療費公費負担制度」
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。
精神障害及びその精神障害によって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。
ただし、対象となる疾病の範囲はこれまでと同じです。

· 利用者負担の仕組み・・・医療費の定率1割が利用者の負担となります。
ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない
「月額負担上限」が設定されています。

· 入院時の食費(標準負担額)は自己負担
 　
事前の申請により、補装具の購入・修理が必要と認められるときは、購入又は修理費用について、補装
具費の支給が受けられます。ただし、利用者負担額は原則として補装具にかかる費用の1割を負担し
ていただきます。　　

　EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(かいご),介護)
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EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(とう),等)

EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(きゅうふ),給付)のEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(しんせい),申請)からEQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(きゅうふ),給付)のながれ



























自立支援給付以外に、市町村が地域の実情にあわせ、障害者の地域における生活を支えるさまざまなサービスが地域生活支援事業です。
[事業の一例]

· 相談支援事業（そうだんしえんじぎょう）
　　　　障害者や家族の相談に応じます。
· 地域活動支援センター（ちいきかつどうしえんせんたー）
　　　　創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など多様な活動の場を設けます。

· コミュニケーション支援（こみゅにけーしょんしえん）
　　　　手話通訳者等を派遣する事業などを行います。

· 日常生活用具の給付・貸与事業（にちじょうせいかつようぐのきゅうふ・たいよじぎょう）
　　　　日常生活の利便をはかるための用具を給付・貸与します。　

　

●　移動支援事業（いどうしえんじぎょう）
　　　　外出時の円滑な移動を支援します。

　　　　

これまでの障害福祉サービスは、障害者自立支援法によるあたらしい制度へと段階的に変わっていきます。

　　
●介護給付・訓練等給付の一部　（P.3の①，③，⑥，⑦，⑪，⑫、P.4の④）が
始まります。
　　　　　　　　　　　　　　　●これまでの「更生医療」「育成医療」「精神障害者通院医療費公費負担制度」
が「自立支援医療」としてひとつの制度になります。
●定率１割負担を原則とする利用者負担の仕組みが始まります。

●介護給付・訓練等給付の残り部分（P.３の②，④，⑤，⑧～⑩、P.４の①～③）が始まります。
●障害程度区分の認定の仕組みが変わります。
●補装具の新制度による支給が始まります。
　　　　　　　　　　　　　　　●施設サービス体系が、おおむね5年をかけて段階的に変わります。

　　　　　　　　　　　　　　　●地域生活支援事業が始まります。
	名　　　称
	受 付 時 間
	TEL・FAX番号
	住　　　　　　　　　所

	わかば
	開所日：月・火・木・金・日

時間：月・金は10時～17時
　　　 火・木は10時～19時
　　　 日は11時～16時
	TEL 843-0592
FAX 843-0593
	〒658-0046　
東灘区御影本町3-9-8

	中央地域生活支援センター　　　　
	開所日：月・火・水・木・金・土
時間：9時～18時
	TEL 262-7511

FAX 251-0311
	〒651-0076　中央区吾妻通4-1-6　コミスタこうべ内北棟２階

	夢野地域生活支援センター　　　
	開所日：月・火・水・木・土・日

時間：9時～18時
	TEL 511-3273
FAX 511-3822
	〒652-0063　
兵庫区夢野町4-3-13

	ひだまり小倉　　
	開所日：月・火・木・金・土

時間：10時～16時
金10時～13時・土11時～16時
	TEL 582-5544

FAX 582-5526
	〒651-1243北区山田町
下谷上字西丸山20-30

	ヨハネ地域生活支援センター 
	開所日：月・火・水・木・金・土
　　　　日・祝日は eq \o\ac(○,要)問合せ

時間：9時～21時
	TEL 737-6936
FAX 735-2078
	〒654-0015　
須磨区奥山畑町2

	ハーモニー垂水　　
	開所日：月・火・水・木・金

　　　　第2･4土曜日（祝日は休）

時間：9時30分～16時
	TEL 704-3340
FAX 704-4040
	〒655-0024　
垂水区御霊町6-10

	虹の里　　　　　　　　　　　　　
	開所日：月・火・水・木・金
土・日・祝日は eq \o\ac(○,要)問合せ

時間：9時～17時
	TEL 993-1667
FAX 993-1668
	〒651-2235　
西区櫨谷町長谷字渋谷83-26



	名　　　　　称
	電話番号
	FAX番号
	住　　　　　　　　　所

	東灘区保健福祉部健康福祉課
	841-4131
	851-2021
	〒658-8570　東灘区住吉東町5-2-1

	灘区保健福祉部健康福祉課
	843-7001
	843-7021
	〒657-8570　灘区桜口町4-2-1

	中央区保健福祉部健康福祉課
	232-4411
	261-2558
	〒651-8570　中央区雲井通5-1-1

	兵庫区保健福祉部健康福祉課
	511-2111
	511-7006
	〒652-8570　兵庫区荒田町1-21-1

	北区保健福祉部健康福祉課
	593-1111
	595-2381
	〒651-1195　北区鈴蘭台西町1-25-1

	北区北神担当保健福祉課
	981-8870
	984-2334
	〒651-1302　北区藤原台中町1－2－1北神中央ビル

	長田区保健福祉部健康福祉課
	579-2311
	579-2342
	〒653-8570　長田区北町3-4-3

	須磨区保健福祉部健康福祉課
	731-4341
	735-8159
	〒654-8570　須磨区中島町1-1-1

	須磨区北須磨支所保健福祉課
	793-1313
	795-1140
	〒654-0154　須磨区中落合2-2-5　名谷センタービル5F

	垂水区保健福祉部健康福祉課
	708-5151
	709-6006
	〒655-8570　垂水区日向1-5-1レバンテ垂水2番館内

	西区保健福祉部健康福祉課
	929-0001
	929-1690
	〒651-2195　西区玉津町小山字川端180-3



	名　　　　　称
	電話番号
	FAX番号
	住　　　　　　　　　所

	ひがしなだ障害者地域生活支援センター
	452-1510
	452-1529
	〒658-0073　東灘区西岡本2-25-1

	なだ障害者地域生活支援センター
	882-7013
	882-7014
	〒657-0846　灘区岩屋北町6-1-4

	ちゅうおう障害者地域生活支援センター
	367-6651
	351-1660
	〒650-0017　中央区楠町6-2-15

	ひょうご障害者地域生活支援センター
	686-1731
	686-1732
	〒652-0897　兵庫区駅南通5-1-1

	きた障害者地域生活支援センター
	596-6336
	596-6337
	〒651-1131　北区北五葉1－13－1レアール3F

	ほくしん障害者地域生活支援センター
	982-9595
	982-9596
	〒651-1313　北区有野中町1-3-8

	すま障害者地域生活支援センター
	735-3833
	735-3834
	〒654-0023　須磨区戎町3-5-1

	たるみ障害者地域生活支援センター
	787-5715
	786-0210
	〒655-0006　垂水区本多聞7-2-3

	にし障害者地域生活支援センター
	997-7861
	997-7831
	〒651-2273　西区糀台5－10－2西神センタービル７Ｆ
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このパンフレットは平成１７年１１月現在の内容のものです。








「障害者自立支援法」





[これまで]


所得に応じた負担





[あたらしい制度]


定率１割負担


ただし、所得に応じた月額負担上限
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※　なお、低所得の方を中心に一定の要件を満たした場合、負担額を軽減する仕組みがあります。





〔�EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 23(じりつ),自立)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 23(しえん),支援)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 23(きゅうふ),給付)�〕　�EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(かいご),介護)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(きゅうふ),給付)�　･ �EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(くんれん),訓練)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(とう),等)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(きゅうふ),給付)�　･ �EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(じりつ),自立)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(しえん),支援)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(いりょう),医療)�　･ �EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(ほ),補)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(そうぐ),装具)�　








〔�EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 23(せいど),制度)�のあらまし〕　　�EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(しょうがいしゃ),障害者)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(じりつ),自立)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps18 \o\ad(\s\up 17(しえんほう),支援法)�とは　　　　　　　　　　








自立支援医療（じりつしえんいりょう）　　　　　　平成18年4月より実施　　　　　





補装具（ほそうぐ）　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年10月より実施





〔�EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 21(ちいき),地域)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 21(せいかつ),生活)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 21(しえん),支援)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 21(じぎょう),事業)�〕　　　　平成18年10月より実施
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訓練等給付





自立支援医療





補装具





自立支援給付　





地域生活支援事業





支援





人材育成　・　広域支援





市町村








都道府県





〔�EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 23(せいど),制度)��EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 23(かいせい),改正)�の�EQ \* jc2 \* "Font:HGPｺﾞｼｯｸM" \* hps16 \o\ad(\s\up 23(すけじゅーる),スケジュール)�〕　　　　





平成18年4月





平成18年10月





介護給付（かいごきゅうふ）　・　訓練等給付（くんれんとうきゅうふ）





訓練等給付





介　護　給　付








あたらしいサービス体系





児童


福祉法





これまでのサービス体系





・地域生活援助


・短期入所


・デイサービス


・居宅介護





・生活訓練施設


・福祉ホーム


・通勤寮


・福祉工場　


・授産施設


・更生施設　


・療護施設　　


（年齢超過児のみ）


・重症心身障害児施設
































（平成18年４月から９月までの経過措置）


⑪外出介護（がいしゅつかいご）　　　※支援費制度の移動介護が移行します。


行動援護には該当しない方が対象となります。外出時における移動中の介護などのサービスを提供します。


　　　　　　　　（平成１８年１０月からは、地域生活支援事業の「移動支援事業」に移行します）


⑫障害者デイサービス（しょうがいしゃでいさーびす）　　 ※支援費制度のデイサービスが移行します。


18歳以上の身体・知的障害者を対象とするデイサービスを提供します。


　　　（平成１８年１０月からは、地域生活支援事業の「地域活動支援センター」又は、介護給付の「生活介護」


などに移行します）





新しい共通の仕組み








訓練等給付は、18歳以上の方を基本的な対象としていますが、18歳未満の方についても、必要に応じて 対応していきます。











●共同生活援助（グループホーム）


●就労継続支援


●就労移行支援


●自立訓練


●共同生活介護（ケアホーム）


●施設入所支援


●重度障害者等包括支援


●短期入所（ショートステイ）


●児童デイサービス


●生活介護


●療養介護


●行動援護


●重度訪問介護


●居宅介護（ホームヘルプ）





居宅サービス





施設サービス





これからの�EQ \* jc2 \* "Font:HGP創英角ｺﾞｼｯｸUB" \* hps36 \o\ad(\s\up 35(しょうがい),障害)��EQ \* jc2 \* "Font:HGP創英角ｺﾞｼｯｸUB" \* hps36 \o\ad(\s\up 35(ほけん),保健)��EQ \* jc2 \* "Font:HGP創英角ｺﾞｼｯｸUB" \* hps36 \o\ad(\s\up 35(ふくし),福祉)�サービス














神　戸　市





も　く　じ


●�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 13(せいど),制度)�のあらまし　　　　　　　　　　　　　　1ページ


●�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 13(じりつ),自立)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 13(しえん),支援)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 13(きゅうふ),給付)�　　　　　　　　　　　　　 2ページ


�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(かいご),介護)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(きゅうふ),給付)�・�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(くんれん),訓練)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(とう),等)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(きゅうふ),給付)�


�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(じりつ),自立)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(しえん),支援)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いりょう),医療)�・�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ほ),補)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(そうぐ),装具)�　　


●�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps12 \o\ad(\s\up 13(ちいき),地域)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps12 \o\ad(\s\up 13(せいかつ),生活)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps12 \o\ad(\s\up 13(しえん),支援)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps12 \o\ad(\s\up 13(じぎょう),事業)�　　　　　　　　　　 6ページ　


●�EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps12 \o\ad(\s\up 13(せいど),制度)��EQ \* jc2 \* "Font:MS UI Gothic" \* hps12 \o\ad(\s\up 13(かいせい),改正)�のスケジュール　　　　　　　　 6ページ














�






































広報印刷物登録　番号





※　ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。





※　一定の所得がある場合でも、医療上の必要から継続的に相当額の医療費負担が発生する場合に、費用


負担を軽減する仕組みがあります。





決定通知








介護給付のみ








1





5





4





3





指導





相談・アセスメント





サービス利用申請





障害程度区分通知





サービス利用計画案作成





請求





支払い





契約





サービス


提供





利用者


負担金


支払い





相談・アセスメント





相談支援事業者





事　業　者











利　　用　　者





２





障害程度区分２次判定





支給決定





障害程度区分認定





障害程度区分１次判定





審査会





福祉事務所











神　戸　市





５　事業者は市へ公費負担分を請求し、市は事業者へ支払う。


なお、市は事業者に対して指導を行う。








４　決定通知を受けた利用者は、事業者とサービス利用契約を結び、サービス提供を受け、利用者負担金を事業者に支払う。








３　障害程度区分の通知をうけ、相談支援事業者はサービス利用計画案を作成し、福祉事務所へ提出。福祉事務所はサービス利用計画案を勘案し支給決定を行い、決定通知を送付する。








２　認定調査の結果に基づき、福祉事務所で障害程度区分１次判定、審査会で2次判定を実施し、その結果、福祉事務所は障害程度区分を認定し通知する。








１　利用者の相談を受け、相談支援事業者又は福祉事務所が、認定調査（アセスメント）を実施する。利用者は、相談支援事業者を通じて、又は直接サービス利用申請をする。








（介護給付のみ）
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